
クラス掲示 　奨学金について 詳細は各学年奨学金担当者（１年：岡田、２年：浅見、３年：宮嶋）

または宮嶋まで

奨学金情報　一覧（４/１０現在）

奨学金名（または団体） 給付額・貸与額 給付・貸与の別 奨学生応募条件 担任への申し出期日 提出書類の校内期日 備考

神奈川県高等学校奨学金

1万円または２万円
／月

（加算申請により
最大３万円）

貸与

保護者の都道府県民税及び市町村民税の所得割の合計が507，000円未満（年収概ね910万円未満程
度の世帯）
・第１種奨学金（条件を満たせば卒業時の免除有り）と、第2種奨学金（卒業時の免除無し）の２種有り　※
1種2種は申込時の状況で判断されます

４/18（月） ４/28（金）

人志奨学基金 月額20､000円 給付
・家族の生計を支える親を失うなど、何らかの理由によって経済的影響を受け、奨学金を必要とする
者
・学業優秀（中学校３年次の国・数・理・社・英の評定平均値が4.4以上

４/21（金） ５/１（月） １学年

国際ソロプチミスト小田原 月額10,000円 給付
学業、人物共に優秀な生徒であり、経済的な支援を必要とする学生
注：国際ソロプチミストは、理解促進、提唱、活動を通じて女性と女児の生活と地位を向上させるための奉仕
活動を行い、A Global Voice for Womenを掲げ世界の様々の女性の地位向上を目指す組織です。

４/28（金） ５/10（水）
２学年
１名

横浜市高等学校奨学生 月額5,000円 給付 詳細は「横浜市高等学校奨学生」ＨＰまたは奨学金担当・宮嶋まで ５/26（金） ６/６（火）

安全振興会修学奨励生
月額6,000円

給付期間：１年間 給付

次の１、２のいずれかに該当する者(他の奨学金との併給も可)
１「修学奨励金給付基準」第２条に規程する者
修学奨励生給付基準第２条
（１）生活保護法に基づく保護を受けている者
（２）生活保護法に基づく保護を受けている者に準ずる者で、地方税法の規定により市町村民税の所
得割を納付していない者
（３）児童福祉法に基づく措置を受け、児童福祉施設に入所している者等
２　その他特別の事情で学資の支弁が困難な者
（「運営規則」第15条、「修学奨励金給付基準」第２条）
※他の奨学金との併給可

６/９（金） ６/21（水 ）
1名

校内選考

小田原市高等学校等奨学生 年額40,000円 給付

小田原市に住所を有すること。かつ次の要件をすべて満たす方
（1）経済的な理由により高等学校等の修学が困難であること。
　　※生活保護の高等学校就学費の給付を受けている方は対象外です。
（2）品行方正であり、かつ、学業成績が優良であること。
　　（学習意欲があり今後の向上が期待できる場合を含む。）
※他のあらゆる種類の奨学金を利用している方も利用可

６/９（金） ６/21（水）


